
災害時要援護者対策のための

　①登録の申請

　海士町では、平成21年8月末現在の高齢化率が39.0％と高齢化が進み、一人ぐらしや高齢者のみの世

が多い現状から、災害時に援護が必要な方を事前に把握して、町と地域で普段からその情報を共有して

ざという時の円滑な支援に役立てるための災害時要援護者台帳登録を進めています。

海士町災害時要援護者台帳作成のお知らせ

海士町災害時要援護者台帳作成の流れ

災害時要援護者 災害時に自力で避難することが困難な方で、ご家族等の支援

が得られない方を想定しています。

（情報公開に同意できる方）

例：移動に不安のある方･･･高齢者のみの世帯、一人暮らしの方、

障害のある方、寝たきりの方がおられる

世帯など

②台帳の作成 海士町
普段からの声かけ

災害時の支援

　④災害発生時には、防災担当部局と、地域の支援者、

　　消防団等が協力して、安否確認や避難誘導を行う。

◆登録にあたっての注意事項
①関係機関に登録情報を提供することについて、本人または代理人の同意が必要です。

②地域支援者がいない方も登録できますので、遠慮されることなく申し込みをして下さい。

③地域の支援者を記入するにあたり、地域支援者の了解を得ておいて下さい。おな、地域支援者は、

　までも善意と地域の助け合いにより支援を行ってもらうものであり、災害時に支援ができない場合

　りますが、責任を伴うものではありません。

◆問い合わせ、登録申し込み先
海士町役場　健康福祉課（地域包括支援センター）　

③台帳の配備 該当の区長、民生児童委員、消防署

地域住民 （ご近所の支援者、地域の消防団など）

災害時に最も重要なことは、人的被害を最小限にとどめることです。

災害時だけでなく、地域で安心して暮らすために、地域の皆さんによる見守りと

支援、日頃からの閉じこもり防止や声かけ、助け合いをお願いします。

平常時からの情報共有

海士町役場　健康福祉課（地域包括支援センタ ）　
℡　(08514)2-1822　　Fax　(08514)2-1633


